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令和元年第５回岐阜県議会定例会提出議案の概要（条例その他）

（令和元年１２月４日）

議第１４３号 知事及び副知事の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
[担当課：人事課]

知事、副知事、教育長、県議会議員及び常勤の監査委員の期末手当の支給割合を
次のとおり０．０５月分引き上げる。
※期末手当の算定方法：基準日（６月１日又は１２月１日）の給料月額×１．２×支給割合

現 行 改 定 後 備 考

４．３０月 ４．３５月 ※ 令和元年度は、12月期で調整

6月：2.15月 6月：2.175月 6月：2.15月

12月：2.15月 12月：2.175月 12月：2.20月

（令和元年度分は公布の日から起算して１月を超えない範囲内において規則
で定める日から、令和２年度分以降については令和２年４月１日から施行）

資料４
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議第１４４号 岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部を改正す
る条例について

[担当課：人事課]

岐阜県人事委員会の令和元年１０月１０日付けの給与についての勧告に鑑み、次
のとおり所要の規定の整備を行う。

１ 行政職給料表を改定し、初任給及び若年層の給与月額を平均０．０９％（３１
８円）引き上げる。また、その他の給料表についても、行政職給料表との均衡を
基本に引き上げる。

２ 勤勉手当及び期末手当について、支給割合を次のとおり０．０５月分引き上げ
る。

区 分 現 行 改 定 後 備 考

１．８５月 １．９０月 ※ 令和元年度は、

一般職員 12月期で調整

（勤勉手当） 6月：0.925月 6月：0.95月 6月：0.925月

12月：0.925月 12月：0.95月 12月：0.975月

２．２５月 ２．３０月 ※ 令和元年度は、

管理・監督職員 12月期で調整

（勤勉手当） 6月：1.125月 6月：1.15月 6月：1.125月

12月：1.125月 12月：1.15月 12月：1.175月

３．３５月 ３．４０月 ※ 令和元年度は、

任期付研究員・ 12月期で調整

任期付職員 6月：1.675月 6月：1.70月 6月：1.675月

（期末手当） 12月：1.675月 12月：1.70月 12月：1.725月

（１及び２（令和元年度分に限る。）は公布の日から起算して１月を超えない範囲内にお
いて規則で定める日から、２（令和元年度分を除く。）は令和２年４月１日から施行）



- 3 -

議第１４５号 岐阜県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例等の一部を改正
する条例について

[担当課：行政管理課]

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関
する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、次の５条例について所要の規定の
整理を行う。

１ 岐阜県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
２ 岐阜県税条例
３ 岐阜県事務処理の特例に関する条例
４ 岐阜県総務関係手数料徴収条例
５ 岐阜県使用済金属類営業に関する条例

（公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並び
に行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利
用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日から施行）

議第１４６号 岐阜県教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例につい
て

[担当課：文化伝承課]

１ 社会教育に関する県立教育機関（※）に関する事務を教育委員会から知事部局
へ移管する。
※美術館、現代陶芸美術館、図書館、博物館及び高山陣屋

２ １に伴い、次の６条例について所要の規定の整理を行う。
⑴ 岐阜県職員定数条例
⑵ 岐阜県立学校以外の教育機関の設置に関する条例
⑶ 岐阜県博物館条例
⑷ 岐阜県美術館条例
⑸ 岐阜県現代陶芸美術館条例
⑹ 岐阜県図書館条例

（令和２年１月１日から施行）
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議第１４７号 岐阜関ケ原古戦場記念館条例について
[担当課：関ケ原古戦場整備推進課]

１ 関ケ原の戦いの歴史を伝えること及び関ケ原古戦場の魅力を発信することによ
り、関ケ原古戦場を核とした広域観光の推進を図り、もって地域の発展に寄与す
るため、関ケ原町に岐阜関ケ原古戦場記念館（以下「記念館」という。）を設置
する。

２ 記念館は、次の事業を行う。
⑴ 関ケ原の戦いに関する理解の増進に関すること。
⑵ 関ケ原の戦いに関する資料の収集、保管及び展示並びに調査研究に関するこ
と。

⑶ 関ケ原古戦場の魅力の発信に関すること。
⑷ 記念館を利用する者への便宜の供与に関すること。
⑸ その他記念館の設置の目的を達成するために必要なこと。

３ 記念館の入館料は、次のとおりとする。

区 分 金額（１人につき）

高校生、大学生 個人 ３００円（１年を通じて利用
及びこれらに準 する場合は、８００円）
ずる者

団体（２０人以上に限る。） ２４０円

その他の者 個人 ５００円（１年を通じて利用
する場合は、１，２００円）

団体（２０人以上に限る。） ４００円

※特別の企画により資料を展示する期間の入館料の額は、１人につき１，５００円の範囲内で知

事がその都度別に定める額とする。

※中学生以下の者及び文化の日に入館する者の入館料は、無料とする。

４ 記念館の運営に関し知事の諮問に応ずるとともに、知事に対して意見を述べる
附属機関として、岐阜関ケ原古戦場記念館協議会を置く。

５ その他岐阜関ケ原古戦場記念館の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

（公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から施行）
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議第１４８号 岐阜県県道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例について
[担当課：道路建設課]

道路構造令の一部改正に鑑み、県道の構造の技術的基準について、次のとおり規
定の整備を行う。

１ 歩行者・自動車から自転車の通行を分離する必要がある道路（自転車道（※
１）を設置する道路を除く。）には、原則として、自転車通行帯（※２）を設置
する。
※１ 原則、幅員2メートル以上。縁石等の工作物により分離

※２ 原則、幅員1.5メートル以上。路面に表示

２ 自転車道の設置要件に、設計速度が１時間につき６０キロメートル以上である
ことを追加する。

（公布の日から施行）

議第１４９号 岐阜県流域下水道事業の設置等に関する条例について
[担当課：下水道課]

１ 県に流域下水道事業を設置し、地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用す
る。

２ 流域下水道事業として行う事業は、木曽川右岸流域下水道の設置、改築、修繕、
維持その他の管理とする。

３ 経営の基本原則その他必要な事項を定める。

４ １に伴い、岐阜県木曽川右岸流域下水道維持管理基金及び岐阜県流域下水道特
別会計を廃止する（岐阜県積立基金条例及び岐阜県特別会計設置条例の一部改
正）。

（令和２年４月１日から施行）
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議第１５０号 岐阜県土木関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について
[担当課：建築指導課]

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に鑑み、建築士法の施行に
関する事務に係る手数料の額を次のとおり改定する。

手 数 料 の 名 称 改 定 前 改 定 後

２級建築士木造建築士免許手数料 １件につき １件につき
１９，３００円 ２４，４００円

２級建築士木造建築士試験手数料 １人につき １人につき
１７，９００円 １８，５００円

（令和２年３月１日から施行）

議第１５１号 岐阜県県営住宅条例の一部を改正する条例について
[担当課：住宅課]

民法の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う。

（公布の日から施行）



- 7 -

議第１５２号 岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の一部を改正する
条例について

[担当課：警察本部生活環境課]

１ 条例の目的を「公衆に対する迷惑行為の防止」から「県民、滞在者等に対する
迷惑行為の防止」に改めるとともに、条例の題名を「岐阜県迷惑行為防止条例」
に改める。

２ 公共の場所又は公共の乗物に加え、学校、事務所その他の不特定若しくは多数
の者が利用し、若しくは出入りする場所にいる者又はタクシーその他の不特定若
しくは多数の者が利用する乗物に乗っている者に対する次の卑わいな行為を禁止
する。
⑴ 拒まれたにもかかわらず、身体に触れること。
⑵ 下着等を見ること。
⑶ ⑵の目的でビデオカメラ等を設置し、又は向けること。

３ 公衆浴場等に加え、住居、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部
を着けない状態でいるような場所にいる者に対する次の卑わいな行為を禁止する。
⑴ 衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる姿を見ること。
⑵ ⑴の目的でビデオカメラ等を設置し、又は向けること。

４ 特定の者に対する、執ように、又は反復して行われる次の嫌がらせ行為を禁止
する。
⑴ 住居等の付近をみだりにうろつくこと。
⑵ 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得るような状態
に置くこと。

⑶ 名誉を害する事項を告げ、又は知り得るような状態に置くこと。
⑷ 性的羞恥心を害する事項を告げ、又は知り得るような状態に置くこと。

５ １に伴い、岐阜県風俗案内業の規制に関する条例について、所要の規定の整理
を行う。

（令和２年４月１日から施行）
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議第１５３号 徳山ダム上流域の山林の取得について
[担当課：水資源課]

県は、徳山ダム上流域の公有地化を推進するため、次の山林の取得（共有持分の
取得を含む。）をする。

１ 所 在 地 揖斐郡揖斐川町徳山字磯谷１０１３番１ほか８４筆

２ 取得予定面積 ２０，４９１，１４１．８３平方メートル（うち、共有持分の
取得に係る山林の面積は、２０，３２９，１８７.９２平方メ
ートル（共有持分の取得に係る山林の筆ごとの面積に当該筆に
係る県が取得する共有持分の割合を乗じて得た数に相当する面
積の合計は、５８５，１４０.６６平方メートル））

３ 所 有 者 北村公治ほか６名

４ 取得予定金額 ８２，９２７，３９４円

５ 取得の方法 買収

【参考】
今回上程分に係る山林の取得状況

今回の議案に 持分割合換算面積(B) 取得割合
筆数 係る土地全体 ((A)に持分割合を乗 (全取得対象面積

の面積(A) じた換算面積) 約17,700haに対す
る(B)の割合）

完全取得する山林 9筆 16.2ha 16.2ha 0.09％
持分取得する山林 76筆 2,032.9ha 58.5ha 0.33％
合 計 85筆 2,049.1ha 74.7ha 0.42％

↓
既取得割合（９１.４１％）を加えると、９１．８４％

（※端数処理のため合計が合わないことがある。）

筆 数：今回取得する土地の筆数

※ 完全取得：単独所有山林の取得及び共有山林の共有持分の全部の取得

持分取得：共有山林の共有持分の一部の取得

議第１５４号 損害賠償の額を定めることについて
[担当課：警察本部監察課]

平成２８年７月２２日、公務のため県有小型特種自動車を松野真志が運転中、路
上に横臥していた男性（安八郡神戸町在住）と衝突し、同人が死亡した事故につい
て、県は、同人の妻及び子３名に対する損害賠償の額を、金４３,４９４,２４３円
と定めるものとする。
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議第１５５号 指定管理者の指定について
[担当課：産業技術課]

ソフトピアジャパンセンター及び県営住宅（ソピア・フラッツに限る。）に係る
指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 伊藤忠アーバンコミュニティ・グループ
構成員
東京都中央区日本橋本町２丁目７番１号
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番１３号
株式会社コングレ

羽島市正木町須賀５４４番地の１７
カワボウテキスチャード株式会社

大垣市小野４丁目３５番地１０
グレートインフォメーションネットワーク株式会社

東京都港区芝４丁目１１番３号
グローブシップ株式会社

２ 指 定 の 期 間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

議第１５６号 指定管理者の指定について
[担当課：都市公園課]

岐阜県百年公園（博物館に係る部分を除く。）に係る指定管理者を次のとおり指
定する。

１ 指定管理者となる団体 昭和造園土木・名岐サービスＪＶグループ
構成員
岐阜市雛倉７９４番地の１
昭和造園土木株式会社

羽島郡岐南町八剣２丁目４５番地
株式会社名岐サービス

２ 指 定 の 期 間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

議第１５７号 指定管理者の指定について
[担当課：都市公園課]

各務原公園に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市宇佐南３丁目６番２０号
株式会社技研サービス

２ 指 定 の 期 間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで
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議第１５８号 当せん金付証票の発売について
[担当課：財政課]

１ 発売総額 １９０億円以内

２ 充当事業 市町村振興助成事業、教育文化施設整備事業、緑化推進事業、交通
安全施設整備事業、地域国際化推進事業、文化行事等運営事業、高
齢化少子化施策事業、地域情報化事業、芸術文化振興事業、災害対
策・予防事業、地域経済活性化事業、社会貢献活動事業、環境保
全・創造事業、調査研究・人材育成事業並びに東京オリンピック競
技大会及び東京パラリンピック競技大会準備・運営事業

３ 発売期間 令和２年４月から令和３年３月まで

議第１５９号 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院定款の変更について
[担当課：医療整備課]

法人設立時に県から承継した土地の売却に伴い、所要の規定の整理を行う。

議第１６０号 公立大学法人岐阜県立看護大学定款の変更について
[担当課：医療福祉連携推進課]

１ 理事の定数を次のとおり変更する。
【変更前】４人以内
【変更後】５人以内

２ 理事には、学外者が２人以上含まれるようにする。
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議第１６１号 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター第３期中期目標の制定について
[担当課：医療整備課]

地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが達成すべき業務運営に関する目標を
次のとおり定める。

１ 中期目標の期間
令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
周産期医療については、未熟児や重症妊産婦に対する高度な医療の提供など、

総合周産期母子医療センターとしての機能を強化するとともに、胎児診断や胎児
治療を実施すること。 等

３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
医療を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、組織・業務体制の

改善及び充実を図ること。 等

４ 財務内容の改善に関する事項
業務運営の改善及び効率化を効果的に進めることで、経常収支比率１００％以

上を達成すること。 等

５ その他業務運営に関する重要事項
働き方改革を実現するため、労務管理を適正に行うとともに、医療従事者等職

員の必要数確保、柔軟な勤務形態の導入、育児支援体制の充実など、職員の勤務
環境の改善に取り組むこと。 等
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議第１６２号 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院第３期中期目標の制定について
[担当課：医療整備課]

地方独立行政法人岐阜県立多治見病院が達成すべき業務運営に関する目標を次の
とおり定める。

１ 中期目標の期間
令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
がん医療については、新たに整備した高精度放射線治療装置などによる治療に

加え、患者の就労も含めた相談支援の充実を図るなど、拠点病院としての機能を
強化すること。 等

３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
医療を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、組織・業務体制の

改善及び充実を図ること。 等

４ 財務内容の改善に関する事項
業務運営の改善及び効率化を効果的に進めることで、経常収支比率１００％以

上を達成すること。 等

５ その他業務運営に関する重要事項
働き方改革を実現するため、労務管理を適正に行うとともに、医療従事者等職

員の必要数確保、柔軟な勤務形態の導入、育児支援体制の充実など、職員の勤務
環境の改善に取り組むこと。 等
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議第１６３号 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院第３期中期目標の制定について
[担当課：医療整備課]

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院が達成すべき業務運営に関する目標を次
のとおり定める。

１ 中期目標の期間
令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
高齢人口が多い地域性を踏まえた予防医療の推進、回復期機能の更なる充実等

により、予防から治療、在宅復帰支援までの一貫した医療を提供するとともに、
へき地医療拠点病院として診療所への医療支援の充実を図ること。 等

３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
医療を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、組織・業務体制の

改善及び充実を図ること。 等

４ 財務内容の改善に関する事項
業務運営の改善及び効率化を効果的に進めることで、中期目標期間の各年度の

損益計算において、減価償却前収支の黒字化を達成し、中期目標期間の最終年度
までに経常収支比率１００％以上を達成すること。 等

５ その他業務運営に関する重要事項
働き方改革を実現するため、労務管理を適正に行うとともに、医療従事者等職

員の必要数確保、柔軟な勤務形態の導入、育児支援体制の充実など、職員の勤務
環境の改善に取り組むこと。 等

（専決処分の承認を求めるもの）

議第１６４号 令和元年度岐阜県一般会計補正予算の専決処分の承認について
（令和元年１０月２１日専決）

[担当課：財政課]

（単位 千円）
歳入歳出予算補正

○ 歳入 54,462
（補正額の内容）

使用料及び手数料 14,340
国庫支出金 28,001
繰越金 12,121

○ 歳出 54,462
（補正額の内容）

農林水産業費 54,462


